
産 業 環 境 常 任 委 員 会

日 時 平成 22年 6月 1日 (火)

午後 1時 30分

場 所 402会議室

【協議事項】 

1 商店街活性化等に関する条例について
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≡;耳を≡耶:汀二≡ ;1..～-

人口 (H22.4.1) 291.709 167.395 254.052- 341,750 240.587 86.335

世帯数 (H22.4.1) 124,628 80,loo 96,772 145,680 98,281 32.482

条例名 (仮称)商店街の活性化関する粂例 に中小企業振興基本条例 中小企業振興条例 商業振興条例 商工業振興基本条例 商工業振興条例

施行年月日 - H19.4.1. H19.4.1 H18.4.1 H19.9.25 H20.7.1

施行前加入事業者数 - 553 945 1.708(Hl5) 1.180(H18) 307(H20)

うちチエ⊥ン店数 - - 17 92(H15) - 0

現在加入事業者数 942 503 994 1.468(H20) 11052 306
うちチエ一二ン店数 185 - - 85(tI20) - 0

施行前新規加入件数 - - - - - -

うちチェーン店数 - - - - - -

施行後新規加入件数 - - - - - 3(H20-21)

うちチェーン店数 - - - - - 0､

施行前脱会件数 - - - - - -

うち廃業件数 - - - - - -

施行後脱会件数 _ - - - - - 1(H20-21)

うち廃業件数 - - - - - I-1

施行前未加入事業者数 - - 618 - - 46(H20)

うちチェーン店数 - - 64 - - 5

現在未加入事業者数 - - 462 - - 46

うちチェーン店数 - - - - - 5

脱会理由一(廃業以外) 経営悪化等 - 会費の支払いが大変メリットがない メリット不明 - -

加入促進活動内容 役月等による戸別訪問 各個店に加入促進∧̀ンフレを配布予定 . サト加入促進マニユ7A.加入スチの作庇 会jLq)戸別訪問ッか戸別訪問 商工全役且が戸別訪問 本部役見 支部役負が戸訪問 別

応分の負担規定の有無 - 無 無 有 有 無

応分の負担の内容 - - - - 物的負担.役務,情報提供 -

条例周知方法(市広報 .HP以外 ) - パンフレットで周知予定 商連.各商店街のHPに戟.加入促進決起大会 掲 リーフレットの配布 パンフレット配架 -

条例への意見の有無 .- - 無 - 有 有 無



市区名 (都道府県名) 蕨FF.{埼草魚ト A.凍叫軒 (千泰県=)

人口 (H22.4.1). 71.979 162,099 398.74二1 106,838 93,554 162,361

世帯数 (H22.4.1) 35,775 68.311 158,706 41,829 37,878 64.819

条例名 商業振興条例 産業振興基本条例 産業振興基本額例 商工業振興条例 ー 商業振興基本条例 産業振興基本条例

施行年月日 H21L.4.1 H17.4.1 H18,4.1 H18.4.1 H18.10.1 H19.4.1

施行前加入事筆者数 12 .530 - 1,298 I(H17) 455
うちチ .i-ン店数 12 16 - 17 - -

現在加入事菓者数 . 13 479 - 1.224 1 373

うちチェーン店数 13 17 - 19 - -

施行前新規加入件数 0 (H18-20) - - 138(H15-17) - ll(H18)

うちチエ-ツ店数 0 - - ド - -

施行後新規加入件数 p 1 - - 190(H18-21) - 16(Hl9-21)

うちチェーン店数 1 - - 2 - -

施行前脱会件数 0 (H18-20) - - 235(H15-17) - 17p(H18)

うち廃業件数 0 - - 128 - -

施行後脱会件数 0 - - 264(H18-21) - 88(Hl9-21)

うち廃業件数 6. - - 130. - -

施行前未加入事業者数 12 - - 1,256 5(H17) -

うちチェーン店数 12 - - - 3 -

現在未加入事業者数 13 - - 1,083 7 -

脱会理由 (廃業以外).廃棄以外なし 

商店会役且が戸別訪問

- 全章の問題 市外移転､経斉削減､メリットがない等 - 商店街の解散等

加入促進活動内容 新規開店時に依軒 商店会役且による戸別訪問 開先行為協義時に加入指導 商店会長.̀商工会議所,市で戸別訪問 不明

応分の負担規定の有無.. 有二 有 ･1有 無 蘇 無

応分の負担の内容 人的協力 - - - - - -

条例周知方法(市広報 .HP以外 ) 市報負が大型店､商店会戸別訪問して説明 へ 個店への周知.窓口での知 周 市長名での通知文 - 建築確認申請担当課東口Tドンフレサトを配置 に -

条例への意見の有無 有 無 有 有 - 無

.



市区名 (都道府県名) 船橋市 拝 葉埠).. 瀬 田革 /(千葉県巨 - - ･※板橋軒 凍 東都巨 寒宙区-.(東京都ト

人口 (H22.4.1) 603.506 126,098 467,835 527,773 536.778 707.319

333,243

産業振興基本条例

H17.3.14

5.585(H16)

-

-

-

-

829(H17-豆1)

-

-

-

1.352(H17-21)

-

285(HlT末)

-

165

-

勧誘

有

-

商店会へ書面で通知関係団体の会合等で周知

商商店全役負が新規開店者を

世帯数 (H22.4.1) 259.042 53,645 222,859 292,633 277,815 

条例名 産業振興基本条例 商工業の振興に関する条例地域経済活性化基本条例 商店街における商業等の性化に関する条例 活産業活性化基本条例

施行年月日 H19.4.1 H20.4.1 H20.4.1 H17.4.1 H17.3.14 

施行前加入事業者数 1.594 835 2.455 - 2,887(H16) 

うちチェーン店数 7卜 3 - - -

うちチエ-ン店数 65 3 - - -

施行前新規加入件数 - - 141川17-19) - -

うちチエ⊥ン店数 - - - - -

施行後新規加入件数 - - 91(H20-21) - -

うちチエ-ン居数 - - - - -

施行前脱会件数 - - ･422(H17-19) - -

･うち廃業件数 - - - - -

施行後脱会件数 - - 104(H20-21) - -

うち廃業件数 - - - - -

施行前未加入事業者数 480 - - - -

うちチェーン店数 57 - - - -

現在未加入事業者数 546 - - - -

うちチェーン店数 54 - - - -

加入促進活動内容 商店全役負が戸別訪問貸テナントの大家に依頼 商店全役且が戸別訪問 加入促進イベントの実施競演会.放.ポスター 戸別訪問､案内の配布 パンフレットを作成し､店併役且が戸別訪問

応分の負担規定の有無 有 無 有 . 有 有

応分の負担の内蓉 - - 人的協力 - 協力金､人的協力 

条例周知方法(市広報 .HP以外 ) コンビニ､ス-パ-等の舗及び本店に通知 店商工関係団体に周知 ポスター - 資料配布､説明

条例への意見の有無 - 無 無 無 ◆ 有 有



市区名 .(都道府県名)- 足立区 p.(革東都巨 - - J∴中牽軒 壌 奉都) 
人口 (_H22.4.1),. 666,450 167.482 253.557 188.129 189.959 312,589

185.430

普

世帯数 (fl22｣4.1) 317.916 93,237 140,440 95.146 102,340 

条例名 経済活性化基本条例 中小企業振興に関する基条例 本 中小企業振興基本条例 産業振興基本条例 商店街の振興に関する条例 商店街の活性化に係る事業

施行年月日 H17.4.1 H17.4.1 H17.4.1 H17.6.23 H17.7.I H17.12.7

-

-

-

-

-

-

-

施行前加入事業者数 - 4,495(H15) - 2.115(HIS) 2.231(H18) 

うちチェーン店数 - - - - -

現在加入事業者数 3,237 5,008 - 1.914 2.274 
うちチェーン店数 - - - - -

施行前新規加入件数 .- - - - - -
う,ちチェーン店数 - - - - -

施行後新規加入件数 ､ - - - 54(H21) 542(H18-21) 

うちチェーン店数 - - - - - -

-

-

施行前脱会件数 - - - 66(H13-16) -

うち廃業件数 - - - - -

施行後脱会件数 - - - 255(Hl7-21) 437(H18-21) -

-

-

-

-

-

-

うち廃業件数 .I - - - - -

施行前未加入事業者数 - 691(H15) - - 647(H18) 

うちチェーン店数 - - - - -

現在未加入事業者数､ - 518 - - 621 
うちチエ-ン店数 -. - - - -

脱会理由 (廃業以外) 会費の問題等 - 加盟のメリットが い会費童払いの余裕ななし 事例なし -

加入促進活動内容 商店全役点の戸別訪問イへ●ント等実施時の勧誘等 商連で加入促進シンホ'シ●ウム加入促進八〇ンフレット . 開店祝いを持参 し加入依薪∫ 店荷役月が戸別訪問~商商連プレミアム商品券を呼水 商店会長が戸別訪問 未加入者に趣旨説明と区名での協力依頼文事 長

応分の負担規定の宥和 育 ~有 育 有 育 無

-

-

無

応分の負担■の内容 協力金､人的協力 - 人的協力 - 人的協力 

条 例 周 知 方 法(市 広 報 .HP以外 ) ちらし Jtq浬 V}仇一̂ Vt:刃邑-/ ノ /1ヽ こ/ムで周知 I/加入促進マニュアルの作成 商連理事会等で周知 - 加入促進パンフレット 

条例への意見の有無 ~無 無 無 有 無

.



人口 (H224..1) 2642.59. 3344,50 115,008 , 1142,51 2501.03 1949,08

肇例名 商工振興条例 商店街の活性化に関する例 粂中小企業の振興に関する本粂例 基商店街の活性化に関する例 条商店街の活性化に関する例 .負商工業振興基本条例

施行年月日 H18. ~32.9 H1871.. H1941.. Hl71.22.1 H171.22.6 H1841..

ううううちちちちチチチチェェェェーーーーンンンン店店店店数数数数 ---- ---- ---- ---- ---- ----

うちチェーン店数 - - - - - -

施行後新規加入件数 - ･76(H20-21) - 130(H18-21) - -

施行前脱会件数 - - - - - -

うち廃業件数 - - - - - -

施行後脱会件数 - 288(H20-21) - 212(H18-21) - -

うち廃業件数 - - - 121 _ - -

施行前未加入事業者数 854(H18) - - 15,83(H17) - -

現在未加入事業者数 710(H20) - - 1,533 651(打17) -

うちチエ-シ店数 ､. - - - - 123 -

脱会理由 (廃業以外) がない加入のメリット メリットが少ない - 店舗移転.会費の問題 メリットなし､経費削減 -

加入促進活動内容 特になし 商店会役点が戸別訪問 入 '̂ンフレッ加加盟促促進進統一キト†ンへ〇一ン 蔵店会役負が戸別訪問 商店会役点が戸別訪問 -

応分の負担競走の有無 有. 有 右 有 有 有

応分の負担の内容 - - - 協力金 - 協力金,人的協力

条例周知方法(市広報 .HP以外) 特になし

有

チラシを配布 - - 加入促進パンフレット 商店会にチラシ配布

条例への意見の有無 不明 有 無 有 無



市区名 (都道府県名) 東久留米市 -...(東東都 ..=:) - ≡薄 女帝 I:=_ppp=(東京都巨 ･:瀬島市一(二束革=都)I.-三鷹申 .(東京都) 
^ tj (tI2241..) 1147,54 1780,48 2170.81 743,29 1134,75 1768.20

世帯数 (H224.二1). 503.05. 835.03 1068,32 351,74 511.76 874.85

条例名 商店街における商業等の性化に関する粂例 活 商業まちづくり条例 商店街の活性化の推進にする条例 . 関 中小企業振興基本条例 産業振興基本条例 商店街の活性化及び商店を中心としたまちづくり街の

施行年月日 . H1841.. H1865.. H1867.. H1892..6 H1932..81 H1933..0

嘩行前加入事業者数 . - 12.56(H17). 10.26(H17) - 393(H19) _ -
うちチェーン店数 . - - - - - -

現在加入事業者数 - 12,53 898 - 369 -

うちチェーン店数 - - - - - -

施行前新規加入件数. - 43(H17) 230(tI13-17) - - -

うちチェーン店数 - - - - - -

施行後新規加入件数 - 261(H18-21) 181(H18-21) - 18(H20-21) -

うちチェーン店数 - - - - - -

施行前脱会件数 - 98(H17) 297(H13-17) - - -

うち廃業件数 - - - - - -

施行後脱会件数 - 264(H18-W 309(H18-21) - 42(H20-21) -

うち廃業件数 - - - - 41 -

施行前未加入事業者数 - - - - - -

うちチ土｣ン店数 - - - - - -

現在未加入事業者数 - - - - - -

うちチェーン店数 . - - - - - -

脱会理由 (廃業以外).会辛の問題､人手不足で力不可_移転専 協 景気悪化.商の意見の相違等店会執行部と 会費の問題メリットなし . 不明 移転 高齢化 会費の尚題

加入促進活動内容 p. 商店会役負が戸別訪問 重点会 設立加加入入促促進進ツールのの作成 商店会役員が戸別坊間 特になし - 帝店 長が戸別訪問商工会会.市が大型店.チェ店を戸別訪問

応分の負担規定の-有無 有. 無 蘇 有 -無 有

応分の負担の内容 - - - - - -

条例周知方法(市広報 .HP以外 ) 説明会開催 チラシ等､加入由進ツール チラシ なし 特になし 特になし

条例への意見の有無 有 有 無 無 無 無

意見の内容 商店街等の活性化に関す陳情 る 商店全役点から歓迎の声事業者や市民からはなし - - - -

ーン



人 口 (H22.4.1). 82,734 139,829 31,796 82,790 358,587 351.493
世帯数 (H22/4.1) 35,051 59.513 12,824 31,711 153.,192 155,054

条例名 産業振興基本条例 商店街の活性化に関する例 条 産業振興基本条例 商業の振興に関する兵例 地域における商業の活性に関する粂例 化 産業振興条例

施行年月日 H20.1.1 H20.3.31 H19.3.23 n19.10._1 Hl8.12.20 H21.3.31
施行前加入事業者数 414(H18) 809 209 I,175(H18) 722(H17) -

うちチェーン店数 - - 7 - - -

現車加入事業者数 329 749 243 lJ1.57 -466 .933
うちチェーン店数 - - 4 - - -

施行前新規加入件数 . - - 4(H17-18) 95(H17-18) - -
うちチェーン店数 - - - 0 - -

施行後新規加入件数 - - 49(HID-21) 145(H19-21) - -
うちチエ-ン店数 - - 2 0 - -

施行前脱会件数 ~ - - 6(H17-18) 148(tl17-18) - -
うち廃業件数 - - 4 62- - -

施行後脱会件数 - - 14(HID-21) 163(Hip-21) - -

うち廃業件数 - - 10 78 - -

施行前未加入事業者数 286(H,17) - ､50 - - -

うちチエ-ン店数 . - - - - - -

現在未加入事業者数 - - 41 - - -

うちチェーン店数 - - - - - -

脱会理由 (廃業以外) 金字負担 間穎組織内部のの問題 不明 会費の間庸 会費の問題 (経費節減) 経済状況の悪化による会の負迫感増 費 会費の問題

加入促進活動内容 停 役点が戸別訪問.商商工会会がチラシ.族を作製 ♯演会の開催 商店全役月等が戸別訪問市補助事業の善用条件 見拡 キャンへ--を実施.会会鼓所職長が戸別訪問,チェーン店大大部に -̂ンンワt/ヴT. 商連と市が帯同訪問し.例の趣旨説明と加入促進秦 要項制定など

応分の負担規定の有無 無 無 無 無一 有 有

応分の負担の内容 . - - - - 協 力 金 , 人 的 協 力 協 力 金 , 人 的 協 力

条例周知方法(市広報 .HP以外) 特になし 特になし 特になし 入会依輯時に条例八●lJ7hを持参 Tt市内単軌 大型店本社に知及び '̂ンフレヴT.配布 通 -

条例への意見の有無 無 無 無 有 有 有



1.二二■

1

1
1.
2
2

2

市区名 (都道府県名) -山鹿=市 -(熊本県) 
人口 (H22.4.1)- 57.404

21.063

商工業振興基本条例

世帯数 (H22p.4.1) 

条例名

施行年月日 H20.6.18

施行前加入事業者数 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

= -

. -

-

-

-

無

-

特になし 

無

. 

.

うちチェーン店数 

現在加入事業者数 

うちチェーン店数 

施行前新規加入件数 

うちチェーン店数 

施行後新規加入件数 

うちチェーン店数 

施行前脱会件数 p 

うち廃業件数 

施行後脱会件数 

うち廃業件数 

施行前未加入事業者数 

うちチェーン店数 

現在未加入事業者数 

うちチェーン店数 

脱会理由 (廃業以外) 

加入促進活動内容 

応分の負担規定の有無 

応分の負担の内容 ■ 

条例周知方法
(市広報 .HP以外)

条例への意見の有無

回 答 42 / 5

〟 横ばい 5 / 3

条例施行前後比較 加入事業者数
〟

未加入事業者数
増加 
減少 

増加

18 / 3
8 / 3

･2 /.1
〟 横ばい 2 / 1

∵減少 8 / 1〟 

｢応分の負担｣規定 有 26 / 42 

8
 



盛岡市商店街連合会会員名簿（一部）




